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 令 和 ６ 年 4 月 ８ 日 

渋谷区立広尾小学校 

献 立 表  献立表をホーム＆スクールにて毎月配信します。必ず目を通していただき、ご家庭の 

献立や食生活の参考にご活用ください。 

給食当番 給食当番は１週間の交代制で、給食の配膳や準備、後片付けなどを行います。 

マスクを使用しますので、ご家庭でご用意ください。 

また、給食当番をした週の週末に給食着を持ち帰りますので、 

ご家庭で洗濯とアイロンがけをして、次の登校時に持たせて 

いただくようお願いします。 

広尾小学校では、新 1 年生３４名、転入生８名を迎え、２２９名での新年度がス

タートしました。ご入学・ご進級おめでとうございます。今年も 1 年間どうぞよろ

しくお願いいたします。何をするにも健康な体が一番です。そのためには、バラン

スのよい食事をすることが大切です。好き嫌いをなくして、健康な体をつくってい

きましょう。 

学校給食は、バランスのとれた食事で子どもたちの健やかな成長を支えるととも

に、食習慣・食文化等、さまざまなことを学ぶ、「生きた教材」となるものです。安

全や衛生に配慮しながら、心を込めて美味しい給食作りに努めてまいります。 

１年生の給食は、１１日(木)から始まります。楽しみにしていてくださいね。 

「学校給食法」に基づき、教育活動の一環として実施されるもので

す。成長期にある児童生徒の心身の健全な発達のため、栄養バランス

のとれた食事を提供するとともに、望ましい食習慣と食に関する実践

力を身につけさせるための重要な教材としての役割も担っています。 

適切な栄養の摂取に

よる健康の保持増進。 

食事について正し

い理解を深め、健全な食

生活を営む判断力や望ま

しい食習慣を養う。 

明るい社会性と協

同の精神を養う。 

自然の恩恵への理解

を深め、生命、自然を尊

重する精神や環境の保全

に寄与する態度を養う。 

食生活が多くの人々 

の勤労に支えられている 

ことを理解し、感謝する。 

伝統的な食文化を

理解する。 

食料の生産、流通及

び消費について、正しく

理解する。 

※「学校給食法」第 2 条

より抜粋・要約 

管理栄養
士が献立
作成して
います 「学校給食摂取基準」に基づき、管理栄養士が献立を作成しています。 

「学校給食摂取基準」では、１日に必要な栄養量の３分の１程度を目安に、カル 

シウムは２分の１など、家庭での食事で不足しがちな栄養素を補えるように基準 

値が定められています。「主食・主菜・副菜・汁物・牛乳」の組み合わせを基本に、

さまざまな食品や調理法を取り入れ、行事食、郷土料理、世界の料理などの献立を 

実施します。 

安心・安全な給食が提供できるよう、「学校給食衛生管理基準」に

基づき、衛生管理の徹底に努めています。 

調理員は健康

チェックをし、

身だしなみを

整えて 

います。 

野菜・果物は

流水で３回 

以上 

洗い 

ます。 

生で食べる 

果物を除き、 

すべて加熱 

します。  

調理後２時間以内に

喫食できるよう、 

時間を考えて 

調理します。 

 


